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新青木発電所

• 新青木発電所は、那須野ヶ原用水の戸田東用水路の有効落差を活用した小水力発
電施設で、農業水利施設の維持管理費に係る農家の負担軽減などを目的に、平成26
年4月1日より稼働しています。

• 稼働後は大きなトラブルもなく動いており、通常45～60パーセントといわれる水力発
電のなかで、同発電所の利用効率は90パーセントを超えています。

• 委員からは「有効落差が44mも確保されているとは外観からは分からない」、「扇状地

特有の高低差を利用した地域エネルギーの取り組みは興味深い」などの意見が聞か
れました。

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (１) 新青木発電所

新青木発電所概要 2新青木発電所

利用用水路 ：戸田東用水路

発電方式：流れ込み式・水路式

取水地点 ：青木1958付近

発電所地点：青木2056付近

総落差 ：48m

水圧管路 ：FRPM管

管長/2,143m

径/1,100mm

使用水量 ：1.4㎥/s（最大）

有効落差 ：44m

最大出力 ：500kW
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旧青木那須別邸
• 明治時代に、ドイツ公使や外務大臣等を務めた青木周蔵が那須別邸として明治21
年（1888）に建てられた建造物で、平成11年12月に国重要文化財に指定されました。

• 平成30年5月には、文化庁より「那須野が原の開拓の歴史」が日本遺産に認定され

ました。明治政府の中枢にあった貴族階級が、この地に私財を投じ大規模農業の経
営に乗り出し、近代国家建設の情熱を持って荒野の開拓に挑み、青木別邸ではその
貴族たちの足跡を垣間見ることができます。

• 別邸には道の駅「明治の森・黒磯」が隣接しており、新鮮な野菜や、酪農が盛んな
地域の特色を生かした乳製品などが揃っています。

• また、栃木県那須を拠点に活動している現代美術作家の奈良美智さんの美術館
（N’s YARD）が隣接しているなど、見所の多い観光地となっています。

道の駅「明治の森・黒磯」旧青木別邸

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (２) 旧青木那須別邸
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昼食・有識者会議（東那須野公民館）
• 東那須野公民館に移動し、お昼を取りながら那須野が原の歴史についてのVTRを鑑
賞しました。

• お昼には那須塩原市の新たなご当地名物として売り込みを行なっているチーズフォ
ンデュが振舞われました。生乳産出額が本州一で多くの乳製品が生産されている同
市のチーズなどをPRをするため、ウィンナーソーセージや野菜、パンなども含め
「オール那須塩原産」の料理となっています。

• 有識者会議においては、県北の玄関口としてふさわしい那須塩原駅周辺のまちづく
りのための将来ビジョンについて議論が行われました。那須塩原の強みと今後の可
能性などについて様々な意見が出されました。

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (３） 昼食・有識者会議（東那須野公民館）

オール那須塩原産の
チーズフォンデュ

有識者会議の様子
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畜産酪農研究センター
• 栃木県は北海道に次ぐ生乳生産量全国第２位の酪農県であり、約52,000頭の乳牛が飼育さ
れており、年間約33万トンの生乳が生産されています。 特に県北地域は酪農が盛んで、飼養
戸数・頭数ともに県内の６割強を占めています。

• 那須塩原市としても生乳の産出額は全国４位であり、上位１〜３位が北海道が占める中、本
州以南で第１位の産出額となっています。

• 栃木県畜産酪農研究センターでは、バイオガスプラントの実証試験が行われ、家畜のふん尿
からエネルギーを取り出しつつ環境への負荷を軽減し、地球温暖化防止にも貢献できる新しい
技術の開発が進められています。

バイオガスプラント

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (４) 畜産酪農研究センター
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塩原温泉郷
• 塩原温泉郷は、栃木県北部の広大な那須野が原から、北西の方角に連なる山中
に分け入った箒川（ほうきがわ）の渓谷沿いに連なる11地区の温泉地の総称です。

• 温泉の発見は西暦806年と言われ、1200年以上の長い歴史を持ちます。紅葉シー
ズンに特に人気の高い、箒川の渓谷などを視察しました。

• 塩原温泉郷には、日本最大級の足湯温泉である塩原温泉湯っ歩（ゆっぽ）の里が
設置されており、全長60mもの円形の足湯が楽しめます。

塩原もの語り館
• 塩原を愛した大正天皇の生誕140年を記念した、企画展「大正天皇と塩原温泉」が
開催されており、大正天皇の和歌や漢詩についての展示を見学しました。

• 大正天皇は皇太子時代の明治35年（1902）夏、避暑のために初めて塩原を行啓し
て以来、塩原の自然や温泉を愛されました。初めての行啓から明治44年（1911）ま
での10年間での総滞在日数は219日にものぼります。

箒川に架かる吊り橋 大正天皇の和歌・漢詩の展示

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (５） 塩原温泉郷、塩原もの語り館

塩原温泉湯っ歩の里
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天皇の間記念公園

• 明治、大正、昭和の三代にわたり、大正天皇、昭和天皇をはじめ高松宮殿下、三
笠宮殿下など多くの皇族の方々が避暑地として訪れ、利用された「塩原御用邸」の
「天皇の間」が昭和56年より現在の場所に移築し保存されています。

• 明治35年に初めて塩原へ行啓された当時の嘉仁皇太子殿下（後の大正天皇）が、

その豊かな自然や気候、温泉などをお気に召されたことから、当時福渡に別荘を構
えていた那須野が原開拓の祖 三島通庸県令の嫡男弥太郎が別荘を献上をしたこ
とで塩原御用邸は誕生しました。

天皇の間入口 天皇の間館内

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (６） 天皇の間記念公園
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那須野が原博物館
• オープンから15年目を迎える那須野が原博物館は、総合博物館として自然系4分
野(地学・植物・昆虫・昆虫以外の動物)と人文系5分野(歴史・考古・民俗・美術・文
学)を対象としており、市民生活の「根っこ」となる自然・文化の資料を約79,000点を
有しています。

• 有識者一行は、常設展示室「那須野が原の開拓と自然・文化のいとなみ」を見学し、
明治政府の殖産興業政策における、栃木県北部の那須野が原に飲料・農業用水を
供給するための那須疏水（用水路）建設の歴史などについての説明を受けました。

那須野が原博物館 常設展示室
「那須野が原の開拓と自然・文化のいとなみ」

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (７） 那須野が原博物館
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まちなか交流センター くるる
• 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画として、「人と食を育む交流の家」を基本コンセ
プトとした「まちなか交流センターくるる」が2019年7月にオープンしました。

• まちなか交流センターでは、市民ギャラリー、パブリックビューイング、フードコート

での地元食材を活用した飲食物提供、地元団体が開催するイベント開催などにより、
地域の賑わいを創出しています。

まちなか交流センターくるる

まちなか交流センター施設案内

Ⅰ 第一回有識者会議での視察概要 ー (８） まちなか交流センターくるる
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Ⅱ 那須塩原市の広域における位置付け ー (１) 栃木県北における位置付け
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• 定住自立圏構想とは、地域の中心的な役割を担う自治体（中心市）と中心市と連携する意思
を有する近隣自治体が圏域を形成し、ＮＰＯや企業といった民間の担い手を含め、相互に役割
を分担し、連携・協力することによって、地域住民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必要
な生活機能を確保し、地方圏において人口定住を促進する施策です。

• 那須塩原市は、大田原市を中心市として栃木・茨城・福島各県の2市6町で構成する「八溝山
周辺地域定住自立圏構想」に参加しており、平成26年1月に定住自立圏形成協定が結ばれま

した。

八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン

資料：八溝山周辺地域定住自立圏（大田原市）



Ⅱ 那須塩原市の広域における位置付け ー (１) 栃木県北における位置付け
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• 平成25年3月の「定住自立圏構想推進要項」の一部改訂により、昼夜間人口比率が1.0を下
回っていても一定の都市機能が集積し、都市に居住し、背後地のリゾート・観光地へ通勤する
スタイルの市についても定住自立圏構想の中心市として認められるようになりました。これによ
り那須塩原市は中心市の要件を満たすこととなりました。

• 那須塩原市、大田原市、那須町、那珂川町の２市２町にて「那須地域定住自立圏」を形成し、
平成25年12月に那須塩原市は中心都市宣言を行いました。

那須地域定住自立圏共生ビジョン

資料：那須地域定住自立共生ビジョン（平成30年10月那須塩原市・大田原市・那須町・那珂川町）
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２  定住自立 形成協定 基 推進 具体的 取組                           

本圏域の地域特性並びに 点テーマを推 するため、「公共交 」、「 光」

そして「環境」の分 について 点的に取り んでいくこととします。また、

事業 や構成市町の 用 担割合 については、状況の変化に応じ、 切な

直しを図りながら めていきます。 

なお、本圏域では、共生ビジョンに掲げる 12の事業に取り んできました

が、平成 28年 9月に定住 圏構想推 の一 改正 平成 28年 9月 23

日 応 293号 に基づき、より効果的に施 や事業を めていくために成

果指標 を 定しました。基準値については、全事業の取 始年度である平

成 28年度とし、目標値は、基準値からの 値とします。 
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活用 観光客 増加 販路 拡大 向 PR

活動 連携 取 組  

公共交通 

 環  境 観  光 

• 那須地域定住自立圏共生ビジョンにおいては、「公共交通」、「観光」、「環境」の３分野を重点
テーマとして選定しています。

• 本ビジョンにおいては12の事業が掲げられており、２市２町が連携して、「スマートシティ構想
調査・研究事業」、「観光宣伝事業」、「公共交通ネットワーク事業」、「那須塩原駅東口バリアフ
リー 化事業」、「圏域マネジメント研修事業」などの取り組みを行なっています。

那須地域定住自立圏共生ビジョン

那須地域定住自立共生ビジョンの重点項目

Ⅱ 那須塩原市の広域における位置付け ー (１) 栃木県北における位置付け
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 取組事業 

 

自立共生ビジョンの事業体系

資料：那須地域定住自立共生ビジョン（平成30年10月那須塩原市・大田原市・那須町・那珂川町）



14

明治貴族による那須野が原の開拓

• 那須野が原の開拓の歴史は、「明治貴族が描いた未来」として平成30年5月に文化庁により
日本遺産に認定されました。

• わずか140年前まで人の住めない荒野が広がっていた日本最大の扇状地が那須野が原であ
り、明治政府の中枢にあった貴族階級は、この地に私財を投じて大規模農場の経営に乗り出
しました。

• 明治政府は西欧列強に対抗し殖産興業政策を掲げ、この極めて平坦な大地を開拓地として
注目し、明治から昭和にかけてはこの地に大規模農場がひしめき合う時代を迎えました。

日本遺産認定エリア

資料：那須野が原の開拓の歴史が日本遺産に認定されました（那須塩原市）

Ⅱ 那須塩原市の広域における位置付け ー (２) 那須野が原における位置付け
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明治貴族による那須野が原の開拓

• 明治期から導入されていた牧畜の主流は、羊から乳牛へと代わり、技術革新による生産性の
向上でその規模は徐々に拡大、やがてこの地は生乳生産本州一を誇る大酪農地帯へと成長
していきます。

• 那須野が原を横断する県道を走ると、扇状地であるがゆえの、平らな大地に連なる緑の牧場
と平地林、その背後にそびえる那須連山の勇姿が織りなすパノラマを楽しむことができます。
そこに荒野の面影はありません。それは明治から途切れることなく続く歴史が作り上げた、伝
統的な日本の農村風景とは一線を画した雄大な景観です。

情熱に突き動かされ、那須野が原は徐々にその姿を変えていきます。 

 

【華族農場がもたらした景観】 

華族たちが試みた大規模農場の代表格は、大蔵大臣や総理大臣を歴

任した松方
まつかた

正義
まさよし

公爵の「千本松農場」です。松方は水利に乏しい土地

には欧米風の大農法が最適であると信じ、西洋農具を導入し広大な土

地を開墾、その総面積は最盛期には１, ００haに達しました。現在

も ００haの敷地を有する千本松牧場には、広大な放牧場と飼料畑、

平地林が連なり、往時の姿をいまに伝えています。その一角に建つ別

荘は、南に全面ガラス窓のサンルームを配した総２階の建物で、１階

正面は大谷石で飾り、一見すると石造建築を思わせる重厚さを漂わせ

ています。 

人の住めない原野に農場を開いた華族たちは、人を呼び込む新しい

「まち」も作り上げていきます。彼らの権力は鉄道や国道を開拓地に

引き込み、農場内は正確に区画整理されて、開拓に携わる移住者を迎

え入れました。 

開拓に欠かせない水の確保のため、「那須疏水」が開削されたのは

明治１ 年のことです。那珂川から取り入れられた水は那須野が原を

横断し、４本に分かれて大地を潤し、その流れの先には必ず華族農場

がありました。そこから支線が毛細血管のように走り、開墾により開

かれた田にいまも水を注ぎ続けています。 

 

【「華族たちの夢」から「酪農王国」へ】 

華族農場に始まる開拓事業は、明治から昭和へと時を経て、戦後

の開拓団に引き継がれました。舞台はかつて開拓には不向きとされ

た丘陵地へと移り、旧軍用地、国有林などが拓かれ、那須野が原の

未開地は塗りつぶされていきました。 

明治期から導入されていた牧畜の主流は、羊から乳牛へと代わり、

技術革新による生産性の向上でその規模は徐々に拡大、やがてこの地

は生乳生産本州一を誇る大酪農地帯へと成長していきます。 

那須野が原を横断する県道を走ると、扇状地であるがゆえの、平ら

な大地に連なる緑の牧場と平地林、その背後にそびえる那須連山の雄

姿が織りなすパノラマを楽しむことができます。そこに荒野の面影は

ありません。それは明治から途切れることなく続く開拓の歴史が作り

上げたもの。伝統的な日本の農村風景とは一線を画した雄大な景観で

す。 

いま、この地を訪れる人々は、四季折々の美しさに触れ、自然の中

に遊び、大地の恵みを味わうことができます。その傍らで、各所に点

在する別荘は、凛とした静寂に包まれながらも、かつての農場主たち

が抱いた欧州文化への強い憧れと、彼らが思い描いた近代国家建設の情熱とを静かに語りかけてきま

す。 

訪れる人々を、柔らかな高原の風と、かつて明治貴族が繰り広げた濃密な浪漫
ものがたり

をもって迎え入れ

る場所、それが那須野が原です。 
 

那須高原に広が 牧草地 

千本松農場跡に建つ別荘 

那須野が原に水 運ぶ那須疏水取水口 

碁盤の目のように区画さ たまち 

青木邸から望む杉並木 

那須高原に広がる牧草地構成文化財である旧青木那須別邸

Ⅱ 那須塩原市の広域における位置付け ー (２) 那須野が原における位置付け

資料：日本遺産 明治貴族が描いた未来〜那須野が原開拓浪漫譚〜



那須野が原における自然エネルギー開発

扇状地特有の標
高差に注目した小
水力発電の導入

太陽光発電設備の導入

家畜糞尿による
バイオガスプロジェクト

資料：水土里ネット 那須野が原
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Ⅱ 那須塩原市の広域における位置付け ー (２) 那須野が原における位置付け

• 那須野が原は、那珂川と箒川に挟まれた約4,000haの広大な複合扇状地で、扇頂部から扇央
部までの距離が30km、標高差が約480mの急峻な地形勾配となっています。

• 落差工を利用した小水力発電や、家畜糞尿を活用したバイオガスプロジェクト、調整池堤体
周辺等に設置された太陽光発電所など、那須野が原の特徴を活かした自然エネルギーの開
発が行われています。



Ⅰ 第１回有識者会議での視察概要
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Ⅲ 那須塩原駅周辺について（景観、高さ規制等）

Ⅱ 那須塩原市の広域における位置付け
（栃木県北、那須野が原）

(1) 那須塩原市総合計画
(2) 那須塩原景観計画
(3) 用途地域について
(4) 那須塩原駅前の都市計画
(5) 那須塩原駅前の景観



Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (1） 那須塩原市総合計画
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第２次那須塩原市総合計画

• 那須塩原市は今後10年間の将来像を示す、第２次那須塩原市総合計画（2017年度〜2026年
度）が策定されており、市内の土地利用構想として、「市街地エリア」、「フロンティアエリア」、「農
業・集落エリア」、「山間・観光エリア」の４つに分け、それぞれの基本方針が示されています。

• 那須塩原駅周辺は市街地エリアに位置付けられており、用途地域が指定されています。

資料：第２次那須塩原市総合計画（那須塩原市）



Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (２） 那須塩原景観計画
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那須塩原景観計画

• 景観計画とは、良好な景観の形成を図る区域を景観計画区域として定め、その区域における景観形成の方
針、届出行為、景観形成基準等を定めたものであり、市内全域が対象となっています。

• この景観計画区域において、一定規模以上の建築物や工作物等の建築等を行う場合には届出が必要となり、
その届出の内容は、地域の基調となる景観と調和させるなどの景観形成基準に適合したものでなければなりま
せん。

資料：那須塩原市景観計画
（那須塩原市）

自然景観との調和のとれた観光施設等の誘導

地域固有の景観資源を継承し、 ともに育む

雄大な山並みの眺望の保全

農地と平地林が織り成すのどかな田園風景の保全

特徴ある街道やう るおいのある水辺の保全

歴史、 自然と個性を演出する景観づく り

市民協働の景観まちづく り

多様な参加による景観まちづく りの推進

景観計画区域内（ 市内全域） での届出など

届出対象行為

届出対象行為の項目 届出対象規模

建築物の新築、 増築、 改築若し く は移転、 外観を変更すること となる修繕若し く は模様替

又は色彩の変更

高さが1 3メ ート ルを超えるもの又は建築面積が1 ,0 0 0平方メ ート ルを

超えるもの

工作物の新設、 増築、 改築若し く は移転、 外観を変更すること となる修繕若し く は模様替

又は色彩の変更
表-1のとおり

都市計画法に定める開発行為
当該行為の土地の区域の面積が1 0 ,0 0 0平方メ ート ル（ 1ヘクタール）

を超えるもの

表-1

区分 届出対象規模

さ く 、 塀、 垣（ 生け垣を除く ） 、 擁壁等 高さ 5メ ート ル超

煙突、 排気塔等 高さ 1 3メ ート ル超

高架水槽、 冷却塔、 物見塔等 高さ 1 3メ ート ル超

広告塔、 広告板等 高さ 1 3メ ート ル超

記念塔、 彫像、 記念碑等 高さ 1 3メ ート ル超

鉄筋コンクリート 柱、 鉄柱、 木柱、 電波塔等 高さ 1 5メ ート ル超

電気供給若し く は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 高さ 1 5メ ート ル超

観覧車、 飛行塔、 コースター、 ウォーターシュート 、 メ リ ーゴーラウンド 等の遊戯施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

アスファルト プラント 、 コンクリート プラント 、 クラッ シャープラント 等の製造施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

ガス、 石油製品、 穀物、 飼料等を貯蔵し 、 又は処理する施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

自動車車庫の用に供する施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

汚物処理場、 ごみ焼却場その他の処理施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

景観形成基準

景観形成基準（ 規制又は措置の基準） は下記をご覧く ださい。

景観形成基準（ 規制又は措置の基準） （ PDF： 1 4 4 KB）

景観形成重点地区での届出など

緑豊かな沿道景観を創出していく ため、 次の区域を景観形成重点地区とします。

景観形成重点地区の区域

次の区間の道路端から両側5 0メ ート ルの範囲とします。

（ 景観形成重点地区区域図は下記をご覧く ださい）

自然景観との調和のとれた観光施設等の誘導

地域固有の景観資源を継承し 、 ともに育む

雄大な山並みの眺望の保全

農地と平地林が織り成すのどかな田園風景の保全

特徴ある街道やう るおいのある水辺の保全

歴史、 自然と個性を演出する景観づく り

市民協働の景観まちづく り

多様な参加による景観まちづく りの推進

景観計画区域内（ 市内全域） での届出など

届出対象行為

届出対象行為の項目 届出対象規模

建築物の新築、 増築、 改築若し く は移転、 外観を変更することとなる修繕若し く は模様替

又は色彩の変更

高さが1 3メ ート ルを超えるもの又は建築面積が1 ,0 0 0平方メ ート ルを

超えるもの

工作物の新設、 増築、 改築若し く は移転、 外観を変更することとなる修繕若し く は模様替

又は色彩の変更
表-1のとおり

都市計画法に定める開発行為
当該行為の土地の区域の面積が1 0 ,0 0 0平方メ ート ル（ 1ヘクタール）

を超えるもの

表-1

区分 届出対象規模

さ く 、 塀、 垣（ 生け垣を除く ） 、 擁壁等 高さ 5メ ート ル超

煙突、 排気塔等 高さ 1 3メ ート ル超

高架水槽、 冷却塔、 物見塔等 高さ 1 3メ ート ル超

広告塔、 広告板等 高さ 1 3メ ート ル超

記念塔、 彫像、 記念碑等 高さ 1 3メ ート ル超

鉄筋コンクリ ート 柱、 鉄柱、 木柱、 電波塔等 高さ 1 5メ ート ル超

電気供給若し く は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 高さ 1 5メ ート ル超

観覧車、 飛行塔、 コースター、 ウォーターシュート 、 メ リーゴーラウンド 等の遊戯施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

アスファルト プラント 、 コンクリート プラント 、 クラッ シャープラント 等の製造施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

ガス、 石油製品、 穀物、 飼料等を貯蔵し、 又は処理する施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

自動車車庫の用に供する施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

汚物処理場、 ごみ焼却場その他の処理施設 高さ 1 3メ ート ル超、 築造面積1 ,0 0 0平方メ ート ル超

景観形成基準

景観形成基準（ 規制又は措置の基準） は下記をご覧く ださい。

景観形成基準（ 規制又は措置の基準） （ PDF： 1 4 4 KB）

景観形成重点地区での届出など

緑豊かな沿道景観を創出していく ため、 次の区域を景観形成重点地区とします。

景観形成重点地区の区域

次の区間の道路端から両側5 0メ ート ルの範囲とします。

（ 景観形成重点地区区域図は下記をご覧く ださい）

景観計画区域内（市内全域）における届出対象行為
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用途地域よる高さ規制

• 都市計画法に基づき設定される用途地域において、建築物の絶対高さ制限は、第1種低層住居専用地域ま
たは第2種低層住居専用地域に適用されます。建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で
定められた高さを超えてはならないこととされています（那須塩原市においては基準を10mに設定）。

• 第１・2種低層住居専用地域以外の地域で高さ制限を設けるためには、地区計画等により別途高さ制限を定
める必要があります。

Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (３） 用途地域について

※那須塩原市における第１種・第２種低層居住専用地域の高さ制限は10m

※第１種・第２種低層居住専用地域以外の地域は地区計画等により高さ制限がかけられる場合があります資料：MEGASOFT

絶対高さ 環境を良くするため、第1種低層住居専用地域と第2
種低層住居専用地域に適用。

道路斜線 道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、
建築物の高さを規制。

隣地斜線 隣接する住宅などの日照や採光、通風等、良好な環
境を保つため建築物の高さを規制。

北側射線 北側に建つ建物の採光条件を確保するため建物高さ
を規制。
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都市計画の現状

• 那須塩原駅周辺地区の都市計画の状況は、下図のとおりです。

• 商業地域のうち、西口側の駅前周辺及び駅前通り沿いには、地区計画が指定されており、建築物の用途、
高さ、意匠等が制限されています。

• 那須塩原駅前で高さ制限が設けられている地域は、①第1種低層住居専用地域（10m）、②地区計画（
25m）となっています。

Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (４） 那須塩原駅前の都市計画

第1種低層住居専用地域
（10m）

地区計画（25m）
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那須塩原駅前の景観

駅舎からの眺望

那須連山のサイン

Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (５） 那須塩原駅前の景観
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那須塩原駅前の景観

那須連山を望む那須塩原駅

Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (５） 那須塩原駅前の景観
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那須塩原駅前の衛星写真

Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (５） 那須塩原駅前の景観
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駅前のプロムナード案

駅前ペデストリアンデッキのイメージ（松岡先生デッサン）

Ⅲ 那須塩原駅周辺について ー (５） 那須塩原駅前の景観


